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岸
田
政
権
は
、
二
〇
二
四
年
秋
に
紙
の
健
康
保
険
証
を
廃
止
し
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
一
本
化
す
る
方
針
だ
が
、
医
療

現
場
の
み
な
ら
ず
、
国
民
生
活
の
様
々
な
面
で
不
利
益
を
強
い
る
懸
念
が
広
が
っ
て
い
る
。 

 

市
区
町
村
で
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
受
け
取
り
や
住
民
票
等
の
発
行
、
郵
便
局
で
の
郵
便
物
の
受
け
取
り
、
銀
行
で
の

口
座
開
設
、
各
種
契
約
な
ど
、
国
民
生
活
の
様
々
な
場
面
で
本
人
確
認
書
類
が
求
め
ら
れ
る
。
パ
ス
ポ
ー
ト
や
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
、
運
転
免
許
証
な
ど
公
的
機
関
が
発
行
し
た
顔
写
真
つ
き
の
本
人
確
認
書
類
は
い
ず
れ
も
任
意
で
の
取
得
で
あ
り
、
ど

れ
も
保
持
し
て
い
な
い
国
民
も
少
な
く
な
い
。
顔
写
真
の
な
い
健
康
保
険
証
な
ど
で
は
二
点
の
本
人
確
認
書
類
を
求
め
る
ケ
ー

ス
が
多
い
。
そ
こ
で
、
以
下
の
点
に
つ
い
て
、
政
府
の
認
識
を
示
さ
れ
た
い
。 

一 

紙
の
健
康
保
険
証
廃
止
を
決
定
す
る
に
当
た
っ
て
、
社
会
の
様
々
な
場
面
で
健
康
保
険
証
が
本
人
確
認
書
類
と
し
て
利
用

で
き
な
く
な
る
こ
と
で
ど
の
よ
う
な
問
題
が
起
き
う
る
か
、
そ
れ
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
対
策
を
と
る
の
か
、
い
か
な
る
検

討
を
お
こ
な
っ
た
か
、
全
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

二 

紙
の
健
康
保
険
証
の
廃
止
に
よ
っ
て
、
取
得
が
任
意
で
あ
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
や
パ
ス
ポ
ー
ト
、
運
転
免
許
証
を
持

た
な
い
人
が
、
国
民
生
活
の
様
々
な
場
で
求
め
ら
れ
る
本
人
確
認
書
類
を
揃
え
ら
れ
ず
、
生
活
が
不
便
に
な
る
と
い
う
こ
と
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が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
の
認
識
は
あ
る
か
。 

三 
例
え
ば
、
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
受
け
取
り
に
必
要
な

本
人
確
認
書
類
と
し
て
、
「
①
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
（
写
真
付
き
に
限
る
。
）
・
運
転
免
許
証
・
運
転
経
歴
証
明
書
（
交

付
年
月
日
が
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
以
降
の
も
の
に
限
る
）
・
旅
券
・
身
体
障
が
い
者
手
帳
・
精
神
障
が
い
者
保
健
福
祉

手
帳
・
療
育
手
帳
・
在
留
カ
ー
ド
・
特
別
永
住
者
証
明
書
・
一
時
庇
護
許
可
書
・
仮
滞
在
許
可
書
の
う
ち
一
点
、
②
こ
れ
ら

を
お
持
ち
で
な
い
方
は
、
「
氏
名
・
生
年
月
日
」
ま
た
は
「
氏
名
・
住
所
」
が
記
載
さ
れ
、
市
区
町
村
長
が
適
当
と
認
め
る

二
点
（
例
）
健
康
保
険
証
、
年
金
手
帳
、
社
員
証
、
学
生
証
、
学
校
名
が
記
載
さ
れ
た
各
種
書
類
、
医
療
受
給
者
証
」
と
示

し
て
い
る
。 

 
 

こ
の
う
ち
②
を
満
た
す
書
類
と
し
て
、
国
民
皆
保
険
制
度
と
国
民
皆
年
金
制
度
の
も
と
で
、
原
則
と
し
て
、
二
十
歳
以
上

の
国
民
は
、
健
康
保
険
証
と
年
金
手
帳
等
の
年
金
関
係
書
類
と
い
う
二
種
類
の
本
人
確
認
書
類
を
持
っ
て
い
る
。
ま
た
二
十

歳
未
満
で
も
、
健
康
保
険
証
と
子
ど
も
医
療
受
給
者
証
、
学
生
証
等
を
組
み
合
わ
せ
て
二
種
類
以
上
の
本
人
確
認
書
類
を
持

つ
ケ
ー
ス
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。 

 
 

紙
の
健
康
保
険
証
を
廃
止
し
た
場
合
、
二
種
類
の
本
人
確
認
書
類
が
求
め
ら
れ
る
様
々
な
場
面
で
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
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ド
を
取
得
し
て
い
な
い
こ
と
に
よ
り
、
本
人
確
認
書
類
が
揃
え
ら
れ
な
い
国
民
が
新
た
に
生
ま
れ
る
こ
と
は
絶
対
な
い
か
。

ま
た
、
紙
の
健
康
保
険
証
を
廃
止
し
た
場
合
、
健
康
保
険
証
に
代
わ
る
同
等
の
（
原
則
す
べ
て
の
国
民
が
保
持
す
る
）
本
人

確
認
書
類
と
し
て
新
た
に
示
せ
る
も
の
は
あ
る
か
。 

四 

紙
の
健
康
保
険
証
を
廃
止
し
た
場
合
に
、
「
資
格
確
認
書
」
を
申
請
に
基
づ
き
交
付
す
る
と
政
府
は
説
明
し
て
い
る
が
、

申
請
の
際
に
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
や
パ
ス
ポ
ー
ト
、
運
転
免
許
証
を
持
た
な
い
人
に
対
し
て
は
、
ど
の
よ
う
な
本
人
確

認
書
類
を
何
点
求
め
る
こ
と
を
考
え
て
い
る
の
か
。
紙
の
健
康
保
険
証
廃
止
に
よ
っ
て
、
本
人
確
認
書
類
が
揃
え
ら
れ
ず
、

資
格
確
認
書
が
申
請
で
き
な
い
人
が
生
ま
れ
る
こ
と
は
な
い
か
。 

五 

Ｎ
Ｔ
Ｔ
ド
コ
モ
が
健
康
保
険
証
を
本
人
確
認
書
類
と
し
て
認
め
な
い
運
用
を
は
じ
め
た
。
Ｎ
Ｔ
Ｔ
ド
コ
モ
の
携
帯
電
話
利

用
者
が
名
義
変
更
し
よ
う
と
し
た
際
に
、
本
人
確
認
書
類
と
し
て
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
か
、
運
転
免
許
証
等
を
求
め
ら

れ
、
い
ず
れ
も
保
持
し
て
い
な
い
た
め
に
名
義
変
更
で
き
な
く
な
っ
た
と
の
相
談
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。 

 
 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
取
得
は
任
意
で
あ
り
、
こ
の
間
の
様
々
な
ト
ラ
ブ
ル
に
よ
り
、
国
民
の
不
信
も
広
が
っ
て
い

る
。
政
府
は
、
「
誰
一
人
取
り
残
さ
れ
な
い
、
人
に
優
し
い
デ
ジ
タ
ル
化
」
を
掲
げ
て
い
る
が
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

利
用
拡
大
を
推
進
す
る
中
で
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
取
得
し
な
い
国
民
に
こ
れ
ま
で
よ
り
不
便
な
生
活
を
も
た
ら
す
こ
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と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
の
認
識
は
あ
る
か
。 

 
 

ま
た
、
社
会
の
様
々
な
場
面
で
の
本
人
確
認
の
際
に
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
所
持
し
な
い
国
民
に
不
利
益
が
生
じ
な

い
よ
う
に
、
政
府
と
し
て
対
策
を
と
る
べ
き
で
は
な
い
か
。 

 

右
質
問
す
る
。 


